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石 川 県税条例の一 部 を改正する条例をここに公布する。

令 和二年三 月 三 十 一 日

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県条例第三十一号

石 川県税条例の一 部 を改正する条例

石 川 県税条例(昭和二 十 九年石川県条例第二 十 三 号 ) の 一 部 を次のように改正する。

第 五十五条第一 項 第 一 号 中「次号」の下に「 及 び第三 号 」を加え、同号ロ中「第七十二 条 の 二 十 四の七第五

項 各号」を「 第 七十二 条 の 二 十 四の七第六項各号」に改め、同項第二 号中 「電気供給業」 の 下に「(次号に掲

げ るものを除く。 ) 」 を加え、同 項に次の一 号 を加える。

三 電 気供給業のうち、法第七十二 条 の 二 第 一 項 第三 号 に規定する小売電気事業等(以下この節において

「 小 売 電気事業等」という。) 及び同号 に規定 する発電事 業等( 以下この節において「 発 電事業等」とい

う 。 ) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

ロ 第 一 号 ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額

第 五十六条中「事業の」を「事業税の」に改め、同条各号を次のように改める。

一 付 加価値割各事世来年度の付加価値額

二 資 本割各事業年度の資本金等の額

三 所 得割各事業年度の所得

回 収入割各 事業年度の収 入金 額

第 五十八条第一 項 中 「 第三項」を 「第四項」に改め、同条第二 項 中 「 電 気供給業」の下に「 ( 小 売 電気事業

等 及び発電事業等を除く。)」を加 え、同条中第三 項 を第四項とし、第二 項 の次に次の一 項 を加える。

3 電 気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分

に 応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

一 第 五十五条第一 項 第三 号 イに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

各 事業年度の収入金額に百分の0 ・ 七五を乗じて得た金額

各 事業年度の付加価値額に百分の0 ・ 一二 七 を乗じて得た金額

各 事業年度の資本金等の額に百 分 の 0 ・ 一 五 を乗じ て得た金額

イ
ロ

/
、
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第 五十五条第一 項 第三 号 ロに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

イ 各事業年度の収入金額に百分の0 ・ 七五を乗じて得た金額

ロ 各事業年度の所得に百分の一 ・ 八五を乗じて得た金額

第 八十五条第三 項 を同条第四項とし、同条第二 項 中 「 前 項」を「第一 項 (第三 号 又は第四号に係る部分に限

る 。)」に、「 第 八条の四」を「第 八条の四第二 項 」に、「 提 出しない場合には、適用しない」を「提 出している

場 合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三 項 とし、同条第一一 項 の次に次の一 項 を加える。

2 前 項(第一 号 又は第二 号 に係る部分に限る。 ) の規定は、卸売販売業者等が、同項第一 号 又は第二 号 に掲

げ る製造たばこの売渡し又は消費等について、第八十六条の二 第 一 項 又は第三 項 の規定による申告書に前項

(第 一 号 又は第二 号 に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記

載 し、かっ、省令第八条の四第一一 項 に規定する書 類 を保存している場合に限り、適用する。

第 八十六条の二 第 一 項 中 「 第 八十五条第二 項 」を「第八十五条第三 項 」に改める。

附 則第五条第四項中「令 和二 年 三 月 三 十 一 日 」を「令和五年三 月 三 十 一 日 」に改める。

附 則第七条第一 項 中「令和二 年 度」を「令和五年度」に改め、同条第二 項 中 「 令 和二 年 度」を「令和五年度」

に、 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十二 号 」を「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十三 号 」に改め、同条第四項中「第 三 十

一 条 の 二 第 二 項 第十二 号 から第十四号まで」を「第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十三 号 及び第十四号」に、「同項第

十 二 号 」を「 同 項第十三 号 」に改め、同条第六項中「第三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十二 号 」を「 第 三 十 一 条 の 二 第

二 項 第十三 号 」に、「同項第十二 号 」を「 同 項第十三 号 」に改め、同条第七項中「第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十

一 一 号 」を「第三 十 一 条 の 二 第 二 項 第十三 号 」に改める。

附 則第十条の二 中 「同条第三 項 第二 号 」を「 同 条第四項第二 号 」に改める。

附 則第十二 条 の四第一 項 の表中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九口すから第十九号までを一 号 ずつ繰

り 上げる。

附 則第十三 条 第三 項 第 二 号 中 「 第 四十一 条 」を「 第 四十一 条 第 一 項 」に改め、同項第四号及び第五号中「平

成 三 十 二 年 度基準エネルギー消費効率」を「令和二 年 度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第四項各号中

「 平成三 十 二 年 度基準エネルギー消費効率」を「令和二 年 度基準エネルギー消費効率」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の条例は、令和二 年 四月一 日 から施行する。

( 事業税に関する経過措置)

2 改 正後の石川 県 税条例(以下「新条例」という。 ) 第五十五条、第五十六条及び第五十八条の規定は、こ

の 条例の施行の日(以下「施 行日」という。 ) 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、

施 行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 施 行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最 初事業年度」という。 ) 開始の日の前日を

含 む事業年度において、電気供給業のうち新条例第五十五条第一 項 第三 号 に規定する小売電気事業等(以下

こ の項において「 小 売電気事業等」という。 ) 又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電

事 業等」という。 ) を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事

業 年度の所得を地方税法(昭和二 十 五年法律第二 百 二 十 六号。以下この項において「法」という。)第七十

二 条 の二 十 三 第 一 項 の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業

年 度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額

( 法人税法(昭和四十年法律第三 十 四号)第八十一 条 の十八第一 項 に規定する個別所得金額をいう。 以 下こ

の 項において同じ。 ) の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の目

前 十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である

各 事業年度の所得を地方税法等の一 部 を改正する法律(令和二 年 法律第五号)第一 条 の規定による改正前の

法 第七十二 条 の 二 十 三 第 一 項 の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当

該 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当 該 法人の個別所

得 金額の計算の例により算定していたものとみなす。

( 軽油引取税に関する経過措置)

新 条例附則第十二 条 の四第一 項 の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税につい4
 



4 4哨ロN 有 品温- cE(ゆ 爾 司 ) 剖 期 加々緬 bラ

て 適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

5 石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例(平成二 十 五年石川 県 条例第十号)の一 部 を次のように改正する。

附 則第一 一 項中 「 平 成三 十 一 年 十月一 日 」を「令和元年十月一 日 」に改める。

( 石 川 県 税条例等の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

6 石 川県税条例等の一 部 を改正する条例(平成二 十 七年石川県条例第三 十 二 号 )の一 部 を次のように改正す

る 。
附 則第七項中「 平 成三 十 一 年 九月三 十 日」を「 令 和元年九月三 十 日」に改める。

附 則第十七項中「平成三 十 一 年 十月一 日 」を「 令 和元年十月一 日 」に改める。

附 則第十八項の表附則第九項の項中「平成三 十 一 年 十月三 十 一 日 」を「令和元年十月三 十 一 日 」に改め

同 表附則第十項の項中「平成三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」を「 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 」に改める。

( 石川県税条例等の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

7 石 川県税条例等の一 部 を改正する条例(平成二 十 九年石川県条例第六号)の一 部 を次のように改正する。

附 則第一 項 中 「 平 成三 十 一 年 十月一 日 」を「 令 和元年十月一 日 」に改める。

附 則第十一 項 中 「 平 成三 十 一 年 度分」を「令和元年度分」に、「平 成三 十 二 年 度」を「 令 和二 年 度」に改

め る。

( 石川県税条例等の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

8 石 川 県 税条例等の一 部 を改正する条例(平成三 十 年石川 県 条例第二 十 一 号 )の一 部 を次のように改正する。

附 則第一 項 第三 号 中「平成三 十 一 年 十月一 日 」を「 令 和元年十月一 日 」に改め、同項第四号中「平 成三 十

二 年 四月一 日 」を「令和二 年 四月一 日 」に改め、同項第五号中「平成三 十 二 年 十月一 日 」を「 令 和 二 年 十月

一 日 」に改め、同項第六号中「平 成三 十 三 年 十月一 日 」を「令和三 年 十月一 日 」に改め、同項第七号中「平

成 三 十 四年十月一 日 」を「 令 和四年十月一 日 」に改める。

附 則第二 項 から第四項までの規定中「一 一 一 十 二 年 新条例」を「二 年 新条例」に改める。

附 則第十三 項 中「平成三 十 二 年 十月一 日 」を「 令 和二 年 十月一 日 」に改める。

附 則第十四項中「平成三 十 二 年 十 一 月 二 日 」を「令和二 年 十 一 月 二 日 」に改める。

附 則第十五項中「平成三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」を「 令 和三 年 三 月 三 十 一 日 」に改める。

附 則第十九項中「平成三 十 三 年 十月一 日 」を「 令 和三 年 十月一 日 」に改める。

附 則第二 十 項中「平成三 十 三 年 十 一 月 一 日 」を「令和三 年 十 一 月 一 日 」に改める。

附 則第二 十 一 項 中 「 平 成三 十 四年三 月 三 十 一 日 」を「令和四年三 月 三 十 一 日 」に改める。

附 則第二 十 六項中「平成三 十 一 年 度分」を「令和元年度分」に、「平 成三 十 二 年 度」を「 令 和二 年 度」に

改 める。

( 石川県税条例等の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

石 川県税条例等の一 部 を改正する条例(平成三 十 一 年 石川県条例第十七号)の一 部 を次のように改正する。

附 則第三 項 中 「 平 成三 十 一 年 度分」を「令和元年度分」に改める。
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石 川県税条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和二 年 三 月 三 十 一 日

石 川県知事谷 本 正

石 川県規則第二十八号

石 川 県 税条例施行規則の一 部 を改正する規則

石 川 県 税条例施行規則(昭和三 十 三 年 石 川 県 規則第十四号)の 一 部 を次のように改正する。
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第 三 十 二 条中「第五十 三 条 第四十項」を「第五十三 条 第四十二 項 」に改める。

第 三 十 三 条 中「第五十三 条 第四十一一 唄 」を「 第 五十三 条 第四十三 項 」に改める。

第 三 十 七条中「第二 十 四 条の四第六項」を「 第二十四 条の四第八項」に改める。

第 三 十 七条の二 中 「 第二十 四条の四第五項」 を 「 第 二 十 四条の四第七項」に改める。

第 三 十 七条の三 中 「 第二十 四条の四第三 項 」を「 第 二 十 四条の四第五 項 」に改める。

第 四十三 条 の四第一 項 中「、 法 第七十五条の三 」 を 「 若 しくは第七十五条の三 若 しくは法附則第十二 条 の二」

に 改め、同条第二 項中 「 法第七 十 五 条の三」の下に「若し くは法附則第十二 条 の 二 」 を加え、「第一 項 」を

「 前 項」に、「 におい ては」を「 には」に改める。

石 川 県税条例施行規則様式目次中「不 動産取得税徴収猶予 申 告 書 ( 農地利用集積円滑化団体等 関係 ごを

「 不動産取得税徴収猶予申告書(農地中間管理機構関係ごに改める。

第 十九号の三 様 式(その六)中「制 型隔週論議薄汚龍川市 岳時嚇(滴笹川主 連納部耳 議 R 囲 募締耳東ごを「ぶ八

響 同舟諭落葉↑一法肱ポ昔時嚇(油連号車時崩落議理市対ごに改める。

第 三 十 二 号の二様 式中「 満 足 粉、)自獄エ畑」 を「獄芯 冷 3 N印 潤 5 畑 」に改める。

第 三 十 五 号 様 式中「 獄 忠治3 品 滅 ω 畑 」を「抽樹立冷3 品 獄吋畑」に改める。

第 三 十 五 号の二様式中 「 独 立 冷 3 品 獄 ω 畑 」 を「満足 冷 3 品 獄切畑」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則は、令和二 年四 月 一 日 か ら 施 行する。

( 経過措置 )

2 改 正後の第四十三 条 の四の規定は、この規則の施行の日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場

利 用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例

に よる。

3 改 正前の石川県税条例施行 規 則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当 分 の問、所要の調整をして使用

す ることができる。
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